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　施設等の類型(選択してください)

　※複数の施設等に該当する場合は、類型ごとに資料を作成してください。
　　（例）幼稚園（私学助成）、預かり保育事業　いずれにも該当する場合
　　　→幼稚園（私学助成）と 預かり保育事業 のそれぞれの類型ごとに作成する

１．教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録（運営基準第５４条）
　特定子ども・子育て支援の提供日、提供日ごとの時間帯、当該特定子ども・子育て支援
の具体的な内容等を記録した書類を作成している

有 （ 全児童 一部児童）
無
児童の家庭状況 経過記録
個別発達記録 保育要録・指導要録
健康に関する記録 その他

有 （ クラスごと 児童ごと）
無
有
無
有 （内容 ）
無

２．利用者負担額等の受領（運営基準第５５条）
（1）特定子ども・子育て支援を提供した際、施設等利用給付認定保護者から利用料の支払
　　 いを受けている
  ア　施設等利用給付認定保護者との間で、適切な利用料で契約等を締結している

はい いいえ

【法定代理受領】の場合

はい いいえ 利用料が無償化上限額以内である

 (2) 特定費用（利用料以外の金銭）の支払を受けている。
　ア　特定費用（日用品、文房具、その他必要な物品の購入費用、行事参加費等）の徴収
　　　にあたり、当該支払いを求める金銭の使途及び額並びに理由について書面により明
　　　らかにし、施設利用給付認定保護者に対して説明を行い、同意を得ている

はい いいえ

　イ　上記「はい」の場合、徴収している特定費用の名称・金額

円 　　　　年額　　　月額　　日額
円 　　　　年額　　　月額　　日額
円 　　　　年額　　　月額　　日額
円 　　　　年額　　　月額　　日額

（　　　　　）

幼稚園（私学助成）

　令和７年度（２０２５年度）に、提供した特定子ども・子育て支援及び施設等の運営状
況について確認をするものになります。

　１．教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録（運営基準第５４条）
　２．利用者負担額等の受領（運営基準第５５条）
　３．領収書及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付（運営基準第５６条）
　４．法定代理受領の金額の明示（運営基準第５７条）
　５．施設等利用給付認定保護者に関する市への通知（運営基準第５８条）
　６．施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則（運営基準第５９条）
　７．秘密保持等（運営基準第６０条）

その他記録

児童票

児童票内容

保育日誌等

出席簿

イ　法定代理受領の場合、保護者から徴収する利用料は、市から支払いを受けた施
設等利用費を控除して得た額の支払いを受けている

名称 １人当たりの金額
●● 〇
△△ 〇
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３．領収書及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付（運営基準第５６条）
（1）施設等利用給付認定保護者に対して、必要事項が記載された領収書及び提供証明書を
　　 交付しているか

　ア

はい いいえ

　イ 特定費用を徴収している場合、領収書には利用料の額と特定費用の額を区分して
記載している

はい いいえ

  ウ

はい いいえ

  エ　利用料の支払状況、支払額を管理している

はい いいえ

【法定代理受領】の場合

はい いいえ 利用料が無償化上限額以内である

４．法定代理受領の金額の明示（運営基準第５７条）【法定代理受領の場合のみ回答】

（1）施設等利用費を法定代理受領している場合は、その額を保護者宛に明示している

はい いいえ

５．施設等利用給付認定保護者に関する市への通知（運営基準第５８条）
（1）特定子ども・子育て支援を受けている施設等利用給付認定子どもの保護者が偽りその
　　 他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞
　　 なく、意見を付してその旨を市町村に通知している
  ア　施設等利用給付認定保護者が偽りその他不正な行為を行った場合、市に通知している

はい いいえ
※ 事態が発生していない場合は、発生した場合を仮定して回答してください。

６．施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則（運営基準第５９条）
（1）施設等利用給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定子ども・子育て支援の
　　 提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的な取り扱いを強いていない
  ア　施設等利用給付認定子どもに対して、差別的な取り扱いをしていないか

はい いいえ

施設等利用給付認定保護者に対し、領収書及び提供証明書を発行している

　法定代理受領の場合の利用料は、市から支払いを受けた施設等利利用費を控除し
て得た額を領収証に記載しているか

特定子ども･子育て支援を提供した日、時間帯、内容、費用の額（特定費用
の額は除く）、その他必要な事項を記載した提供証明書を交付している
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７．秘密保持等（運営基準第６０条）
 (1)　職員及び管理者並びに職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た
 　　 施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしていない
  ア　施設等の職員及び管理者並びに職員であった者が、業務上で知り得た施設等利用
　　　給付認定子ども又はその家族の秘密に関する管理・保管方法について、法人内の
　　　規定等に整備されているか

はい いいえ

  イ　施設等の職員及び管理者並びに職員であった者が、業務上で知り得た施設等利用
　　　給付認定子ども又はその家族の秘密の取り扱いについて、適切な指導等がされて
　　　いるか

はい いいえ その他（　　　　　　　）

(2)　小学校、他の特定子ども・子育て支援提供者その他の機関に対して、施設等利用　　
　　 給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該子ど
　　 もの保護者の同意を得ている
  ア　特定子ども・子育て支援施設等が小学校、他の特定子ども・子育て支援施設等
　　　その他の機関に対して施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供すること
　　　を施設等利用給付認定保護者との間で書面による合意を取り交わしているか

はい いいえ その他（　　　　　　　）

その他（　　　　　　　）
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